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１）これまでの経緯と計画策定の趣旨                     

 留萌市では、全ての市民が「食」について様々な経験を通じて「食」に関する知識と選択する

力を習得し、健全な食生活を実践することができる「食育」を日常の生活の中で体系的に取り組み、

生涯にわたって健康で豊かな生活を実現するために、2008（平成 20）年 3 月に「留萌市食育推進

計画」を策定し、これまで各年齢層に応じた「食育」の取組を進めてきました。 

 人は「食」によって健康を維持しており、全ての世代が食と健康の大切さを自覚するとともに、

健康な生活を維持し、豊かな人間形成を育むことが大切です。しかしながら、近年、世帯構造の多

様化が進む中、ひとり暮らし世帯の高齢者、単独世帯や共働き世帯の増加により食生活も大きく変

化しており、健全な食生活を実践することが困難な状況も出てきています。また、核家族化が進む

ことにより、地域の伝統的な食文化継承の機会が失われ、「食」に関する意識の希薄化につながる

ことも危惧されています。さらに、コンビニエンスストアやファストフードが増えていることによ

る便利さの反面、不規則な食事時間や食生活が日常化すると同時に、大量の食料が食べられないま

ま廃棄されている、いわゆる「食品ロス」などの問題も顕著化しています。 

今後、平均寿命が延びることが予想されている一方で、便利さの裏側にある栄養の偏り、朝食の

欠食などによる食習慣の乱れにより、肥満や生活習慣病の増加や若い女性のやせ、高齢者の低栄養

傾向など健康面での問題も指摘されています。「食」を取り巻く多くの課題解決のために食育の重

要性は増しており、食育の取り組みについて実践の環を広げることが求められています。 

また、食育を推進していく上で大切である「地産地消」については、地域の農業・漁業を知るこ

とも必要であり、様々な体験を通じて郷土愛の醸成を育むことが重要です。中でも、2016（平成

28）年9月に制定された「留萌市かずの子条例」により、地域の特産品であるかずの子を学校給食

で提供するなど、地域における「地産地消」の機運も高まっています。 

2013（平成 25）年に「第２次留萌市食育推進計画」を策定し、関係機関や地域ボランティア団

体等と連携しながら、ライフステージに応じた食育の取り組みを推進してきましたが、第２次の取

り組みをさらに発展・実践するため、この度「第３次留萌市食育推進計画」を策定し、生涯にわた

るライフステージに応じて、関係者が目指す姿や推進目標、方向性を共有しながら連携・協働し、

一体的な取り組みとして食育の推進を図っていきます。 

 

１．本計画の趣旨・背景 
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２）計画の位置付け及び計画の期間                      

本計画は、第６次留萌市総合計画を上位計画とし、国、北海道の食育推進基本計画、市の分野別

計画との整合性を図りながら策定しています。 

法的には、食育基本法第 18条及び地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び

地域の農林水産物の利用促進に関する法律第 41条に基づく計画として位置づけられるものです。 

計画の期間は、2018（平成 30）年度から2022年度までの５年間とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第６次 留萌市総合計画

みんなでつくる まち・ひと・きぼう 次の時代へ続く留萌

1-01 地域産業の振興
1-02 一次産業の振興と

地産地消の促進
3-02 健康の増進と
地域医療の充実

3-03 地域包括
ケアシステムの充実

4-01 学校教育の充実

第３次 留萌市食育推進計画

前期計画【2017－2021】

【2018－2022】
〔食育基本法〕
第18条 市町村は、食育推進基本計画（都道府県食育推進計画が作成
されているときは、食育推進基本計画及び都道府県食育推進計画）
を基本として、当該市町村の区域内における食育の推進に関する
施策についての計画（以下「市町村食育推進計画」という。）を
作成するよう努めなければならない。

〔地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農
林水産物の利用促進に関する法律（通称：六次産業化法・地産地消法）〕
第41条 都道府県及び市町村は、基本方針を勘案して、地域の農林
水産物の利用の促進についての計画（次頁及び次条第二項において
「促進計画」という。）を定めるよう努めなければならない。

留萌市子ども・子育て
支援事業計画

（2015-2019）

留萌市健康づくり計画
（2017-2026）

留萌市特定健康診査等実施計画
（2018-2023）

留萌市高齢者保健福祉計画・
介護保険事業計画（2018-2020）

分野別計画（連携）

乳・幼児期 青・壮年期学齢期 高齢期

4-04 子ども・子育て
支援の充実

第３次
食育基本計画

（2016-2020）

国

【重点課題】
①若い世代を中心とした食育
②多様な暮らしに対応した
食育の推進

③健康寿命の延伸につながる
食育の推進

④食の循環や環境を意識した
食育の推進

⑤食文化の継承に向けた
食育の推進

第３次
どさんこ食育
推進プラン
（2014-2018）

北海道

【基本方針】
①食をとおした健康の維持・
増進

②地域に根差した食関連
産業への理解と支援

③環境の保全・食文化の
継承

④食育を推進する基盤づくり


